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期末テストが終わり、次はいよいよ・・・ 
１学期の期末テストも終わり，次はいよいよ修学旅行です。木曜日の４時間目に，森永先生から

いろいろな説明がありました。修学旅行には，室長が中心となって考えた，守るべきいろいろなル

ールがあります。ルールを守り，よい思い出となる修学旅行にしてもらいたいと思います。修学旅

行は，中学校の行事です。友達同士の旅行と違い，集団での行動となります。そんな修学旅行中，

もしも勝手なことをしている人がいたらどうなるでしょうか。その人のせいで，ほかの人たちは無

駄に待たされてしまい，我慢しなくてもよいことを我慢しなくてはいけなくなってしまうことでし

ょう。安易な気持ちで勝手なことをしたり，ルールを破ったりしてしまう人がいるかもしれません

が，そのせいで，せっかくの修学旅行がイヤな思い出になってしまう人がいたら問題ですよね。修

学旅行の意味をきちんと理解し，【守るべきことは守る】，【楽しむところは楽しむ】，【やるべきこと

はしっかりやる】とメリハリをつけられるとよいと思います。君たちがどんな修学旅行にしていく

のか，先生たちは楽しみにしています。みんなで素敵な修学旅行にできるとよいですね。 

 

【重要】愛知県高等学校等奨学金 令和６年度貸与予約申請 
 県で行っている奨学金貸与について，「中学生の皆様へ」のお知らせを裏面に掲載しました。この制度

は，国公立・私立の高等学校（特別支援学校高等部を含む）または，専修学校高等課程に在学する者で，

修学に経済的な支援を希望する者を対象とした制度です。貸与にはいくつかの条件がありますが，申請

が通りますと，区分によって月々１１，０００円～３５，０００円を借りることができます。無利息のた

め，高等学校等卒業後に借りた金額のみを返すということになります。今回は，その予約申請です。

今後の流れとしては以下のようになっています。 

 

①令和５年７月７日（金）までに担任に申し出る 

（申し出があれば、より詳しい資料を個人懇談会にてお渡しします。） 

↓ 

必要書類を７月１９日（水）までに学校へ提出する 

↓ 

愛知県への予約申請を学校と瀬戸市教育委員会が行う 

↓ 

令和５年１１月中旬頃に，貸与予約の決定についての通知書が届く 

↓ 

令和６年４月以降に入学した高等学校等で，本申請をする（各学校の指示に従う） 

          ↓……貸与が決定すると 

令和６年８月末より貸与（４月から貸与されることはない） 

 

＊貸与は３回に分けて行われる。 

４～８月分が８月末に，９～１２月分が１２月末に，１～３月分が２月末に振り込まれる。 

 

 裏面をよく読んでいただき，希望があるご家庭は７月７日（金）までに必ず申し出てください。 

 なお，高等学校等に入学後，通常の奨学金貸与申請をすることも可能です。 

～ 進路だより ～ 
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